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本
会
は
6
月
22
日
千
葉
市
「
ホ
テ

ル
ポ
ー
ト
プ
ラ
ザ
ち
ば
」
に
お
い
て

専
門
委
員
会
（
委
員
長
＝
篠
原
敬
治
）

を
開
催
し
た
。

　

こ
れ
は
会
長
の
諮
問
機
関
と
し
て

中
小
企
業
に
対
す
る
適
切
な
振
興
対

策
を
確
立
し
、
本
会
運
営
の
円
滑
化

を
図
る
た
め
に
設
置
さ
れ
て
い
る
も

の
で
、
議
題
は
①
国
へ
の
要
望
事
項

と
し
て
、
こ
の
秋
に
東
京
都
で
開
催

さ
れ
る
「
第
59
回
中
小
企
業
団
体
全

国
大
会
へ
の
要
望
事
項
」、
②
千
葉

　トピックス

県
へ
の
要
望
事
項
等
を
審
議
し
た
。

委
員
会
で
は
、
は
じ
め
に
昨
年
度
の

要
望
事
項
に
つ
い
て
事
務
局
よ
り
経

過
説
明
が
行
わ
れ
、
引
き
続
き
本
年

度
の
要
望
事
項
に
つ
い
て
委
員
か
ら

提
出
さ
れ
た
案
件
を
基
に
、
事
務
局

の
素
案
と
と
も
に
審
議
さ
れ
た
。

　

要
望
事
項
は
中
小
企
業
振
興
対
策

の
一
層
の
充
実
強
化
を
求
め
る
も
の

で
、組
織
、金
融
、税
制
、商
業
・
流
通
、

労
働
、総
合
、環
境
と
多
岐
に
わ
た
っ

た
。

　

当
日
の
審
議
結
果
は
事
務
局
で
整

理
・
検
討
さ
れ
、
左
記
の
よ
う
に
取

り
ま
と
め
ら
れ
た
。

Ⅰ　【　組　織　】
　１．�　中小企業連携組織対策を中小企業対策の重要な柱と位置付け、強力に推進するとともに、

連携組織の唯一の専門支援機関である中小企業団体中央会の位置付けの明確化並びに指導体
制の整備・強化を図ること。

　２．�　中小企業が経済的・社会的環境の変化に対応し、積極的な事業展開を図れるよう中小企業
組合制度の整備を次のように行うこと。①創業の手段としての企業組合制度を活用促進する
ため、組合員数の引き下げ等会社法に準じて運営の規制を緩和すること。②中小企業組合が
過度の事務負担を負わないよう設立認可、定款変更、各種届出等の事務に係る所管行政庁の
一元化を図ること。

Ⅱ　【　金　融　】
　１．　商工組合中央金庫が引き続き中小企業の資金需要に十分対応できるよう配慮すること。
　２．�　中小企業倒産防止共済制度について、共済金貸付限度額の引上げ等、制度の拡充を図ること。
Ⅲ　【　税　制　】
　１．�　中小企業の事業承継の円滑化を図るため、次の措置を講ずること。①事業用資産の生前相

続特例制度（贈与税の相続時までの納税の繰り延べ）を創設すること。②中小会社の取引相
場のない株式等に係る評価方法の更なる改善を図ること。③事業用小規模宅地の相続に係る
課税特例措置の減額率を100％に引上げること。

　２．　中小法人の軽減税率の適用限度額を1,500万円（現行800万円）に引上げること。
　３．�　消費税は、中小企業経営に及ぼす影響が大きく、安易な税率の引き上げや引き上げ議論も

絶対に行わないこと。
Ⅳ　【　商業・流通　】
　１．�　商店街が地域と連携して行うコミュニティー事業への支援並びに中心市街地における駐車

場対策を強化すること。さらに、魅力ある個店作りを目指す後継者の育成に向けた支援策に
ついて、一層の強化を図ること。

　２．�　大規模小売業等が行う不当廉売、不当表示あるいは優越的地位の濫用による不公正な取引
については、厳正、迅速に対処するとともに、課徴金の対象とするなど、制裁規定の強化を
図ること。

Ⅴ　【　労　働　】
　１．�　中小企業の仕事と生活（子育て）の両立支援を促進するため「次世代育成支援対策推進セ

ンター」の支援機能を強化すること。また、中小企業組合による子育て支援への共同取り組
みに対する支援措置を講ずること。

　２．　介護保険の第２号被保険者の安易な対象拡大は行わないこと。
　３．　パートタイム労働者に対する税制上の配慮を行うこと。
Ⅵ　【　総　合　】
　１．�　我が国の景気回復の効果を広く中小企業にまで波及させるために、積極的な中小企業対策

を講ずること。
　２．�　平成20年度の予算編成に当たっては、中小企業対策予算の大幅増額を行い、特に、地域中

小企業対策を拡充・強化すること。また、予算については多くの中小企業が活用しやすいよ
うにその運用を緩和すること。

　３． 　三位一体の改革で都道府県の一般財源化された中小企業対策予算については、相当部分
　　　を必ず中小企業振興のための予算として措置がなされるよう国から助言・指導を行うこ
���������と。
　４．�　中小企業への官公需発注を大幅に増大させるため、各発注機関に対する官公需施策の周知

徹底を図るとともに、官公需適格組合の優先活用を図ること。
Ⅶ　【　環　境　】
　１．�　中小企業が廃棄物処理及びリサイクルを効率的に推進していくため、最終処分場の確保、

新たな処理施設の確保・設置等を強力に推進するとともに、循環型社会を構築するために必
要な支援策を拡充・強化すること。
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等に起因する不適正事例も多いことから、相手国
に対し、様々なレベルで、送出機関の適正化を要
請していくことが必要。
①政府レベルでの適正化の要望
②ＪＩＴＣＯのＲ／Ｄによる対応
③一次受入機関と送出機関の協定による対応

 ３．制度の高度化・拡充

⑴高度技能実習制度の導入
　制度をより充実させ、技能移転の効果を高める
ため、優秀で意欲のある実習生に対し、高度技能
実習制度（再技能実習制度）を導入。
①�優秀で意欲のある実習生等には、現行の３年間
終了後、更に２年程度、よりレベルの高い技能
を修得する機会（高度技能実習制度）を与える
べきである。具体的には、３年修了時に技能検
定３級を取得した者で、本人が希望する場合に、
一定期間経過後に再入国を認め、より高度な内
容の技能や、管理者としてのスキルの修得など
を目指す。
②�中小企業、大企業を問わず、適正な運営と効果
的な技能実習を実施している優良な受入企業と
する。高度技能実習を希望する受入機関は、外
部評価機関に申請を行い、審査を受け、優良と
認められた場合に限ることとする。

⑵対象職種の見直し
　対象職種の在り方について、産業の現場の実態
を踏まえた見直しを実施。併せて、職種追加の在
り方、技能検定等の評価の在り方についても検討。
①産業実態に合った対象職種の設定
②新たな職種等の追加・見直し

 ４．受入機関の審査・評価制度

　受入企業や一次受入機関の外部評価・審査を行う
ための公的な「審査・評価機関」を設置。評価結果
を高度実習の受入企業の評価等に活用。
⑴審査・外部評価機関の組織
①�組織…入管局、労基署、地方経産局、地方農政
局、地方整備局等、関係省庁及び有識者による
委員会を組織、運営や事務はＪＩＴＣＯ等に委
託、などが考えられる。
②�役割…審査・評価機関は、①高度技能実習等を希
望する受入企業の審査、②一次受入機関の優良

認定の書面審査、必要に応じ現地審査等を実施
することが考えられる。

⑵制度内容
　技能教育や生活支援、日本語教育などの受入機
関の活動内容を評価・審査。技能実習生の技能実習
修了時の技能検定３級の合格率や悪質な労基法違
反を行っていないことなども考慮。評価結果が一
定以上の優良な受入企業については、高度技能実
習の受け皿として認める、など。優良な一次受入
機関は優良認定を行い、優良の表示を認める。

 ５．その他

⑴ＪＩＴＣＯの体制の充実
　制度の適正運用を確保し、受入機関の指導監督
の役割を担う「入国管理局」「労働基準監督署」「国
際研修協力機構（ＪＩＴＣＯ）」等の体制が必ずし
も十分ではないとの指摘がある。特に指導的役割
が期待されるＪＩＴＣＯについては、会員受入機
関に対する「指導」を、寄付行為上に明確に位置
づけ、指導部門と会員サポート部門とを区分し、
充実を図るべき。
⑵今後の検討課題
①受入人数枠の拡大
　「受入人数枠」（現行では従業員数の５％）の拡
大については、産業界からの要望が強いところで
あるが、まずは、例えば、効果的な研修・技能実習を
実施している受入企業での受入人数を増やすこと
には、研修・技能実習の効果を高める観点から一定
の合理性があるが、具体的な導入については、引
き続き十分な検討を行っていくことが必要である。
②�優秀な技能実習修了生への就労資格付与
　研修・技能実習生は、本国へ帰国し活躍することが
期待されているが、例えば、高度技能実習中に高度
な技能検定を取得するなど、高度な専門技能を取得
した者については、就労ビザによる入国を認めるこ
とについて、検討していくことが必要である。

問合せ先
経済産業省政策局産業人材政策担当参事官室
担当者：　森本室長、滝沢補佐、木口補佐
電　話：�03－3501－1151（内線2671 ～ 4）
　　　　03－3501－2259（直通）

　政府では毎年6月を「外国人労働者問題啓発月間」と位置
付け、外国人労働者問題に関し、事業主・事業主団体等をは
じめ広く国民の理解と協力を求めるため各種の啓発活動を
実施しております。
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外国人研修・技能実習制度の見直しに対する国の考え方について

　外国人研修・技能実習生制度の見直しについて、
経済産業省より「外国人研修・技能実習制度に関す
る研究会とりまとめの概要」が公表された。要旨
は以下のとおり。

 １. 基本的な考え方

⑴基本的な考え方
　研修・技能実習制度は、開発途上国の人材への技
能移転を図ることを目的とし、我が国企業の活性
化にも資する民間レベルの国際貢献の制度として、
我が国に定着しつつある。この「技能移転による
国際貢献の制度」という理念は今後とも維持継続
していくことが適当。
⑵制度見直しの方向性
　本制度は、受入企業の努力と熱意なしでは成り
立たない制度。適正な制度運用を前提として、受
入企業等による、以下のような取組みを促すこと
が重要。
①�日本の優れた「ものづくり」の現場を、企業で
の就労を通じて研修・技能実習生に体得させる。
②�技能検定等を活用した体系的な研修や技能実習
により、技能レベルを向上させ、本人の帰国後
の活躍・キャリアアップにつなげる。
③�受入企業による生活面での支援や、日本語教育
等の様々な支援やケアにより、日本での滞在を
充実させ意義深いものとする。
　�このような地道な取組みにより、「草の根の国際
貢献」を実現していくべき。

⑶当面の対応
　制度運用の適正化は急務。関係省庁が協力して
早急に次のような適正化を進めるべき。
○制度趣旨の周知・広報の充実
○�指針の明確化・具体化による不正行為の予防と指
導強化
○集中取締月間の実施や実態調査等の実施
⑷新たな制度設計
　技能実習の制度見直し（遅くとも21年通常国会
までに法案提出：規制改革・民間開放推進会議第三
次答申）に併せ、制度趣旨の達成と更なる強化が
図られるような制度設計を検討すべき。

①制度運用の適正化の徹底、制度の厳格化
②�受入機関の活動内容を審査・評価する仕組みの導入
③�受入機関による体系的な技能教育、日本語教育、
生活面での支援充実等、制度の機能強化
④�これらの適正化実施を前提とし、制度趣旨と整
合した形での、制度の高度化・充実

 ２. 制度の適正化・厳格化

⑴制度の趣旨の周知徹底
　一部の受入機関では、技能移転という制度趣旨
を理解しないまま外国人を低賃金労働者として受
け入れている例が見られ、不適正な事例発生の原
因となっているとの指摘があるため、改めて制度
趣旨の周知徹底を図る。
①受入機関への周知広報
②相手国への要請
③�不適正な募集（制度趣旨に反する募集）の取り
締まり

⑵研修技能実習生の保護
　研修・技能実習生に、制度の概要・趣旨及び日本
の労働法規などのガイダンスの実施や、申告・相談
制度の充実などの措置を導入し、研修技能実習生
の保護を図る。
①初期ガイダンスの実施とカードの交付
②申告・相談窓口の充実
③受入機関の責による受入取消の場合の保護
④雇用契約書の母国語表記の義務化
⑤研修手当不払いへの積立金制度の導入
⑶受入機関の適正化
　不適正な受入機関には、厳しく対応。制度の機
能を強化するための取組を実施。優良な受入機関
については、一定の優遇など、適正化への取組を
促す仕組みを導入。
①不適正な受入機関への罰則の強化
②研修期間中の日本語教育義務等の徹底
③技能実習中の管理・支援義務の導入
④技能実習修了時の技能評価の実施
⑤受入企業や一次受入機関の評価審査
⑷送出し機関の適正化
　研修生等の失踪など、送出機関の高額な保証金
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　施　　策

　　　イ少子高齢化等対応中小商業活性化事業� ２，９７１，５００千円
　　　ウ全国商店街振興組合連合会指導事業� ３５，００６千円
　　④ 小規模事業者等支援事業（商工会等指導事業） ５６８，０８７千円
　　⑤ 中小企業連携組織対策推進事業� １，２３９，８２８千円
　　⑥ 下請取引適正化・下請中小企業振興対策事業� １４４，００１千円
　　⑦ 中小企業事業承継円滑化支援事業� ２００，０００千円�（新規）
　（３）中小企業の経済的社会的環境の変化への適応の円滑化
　　① 中小企業再生支援協議会事業� ３，３２１，０００千円
　　② 早期転換・再挑戦支援窓口事業� ８００，４８４千円�（新規）

■都道府県等の事業
　１．事業の実施体制
　都道府県等においては、地域経済活性化のため、国と適切な役割分担の下、地域経済及び各地の実情に応じ
た中小企業支援事業の実施に努めるものとする。都道府県等は、三位一体改革の趣旨に基づき地域の実情を踏
まえ実施することとなった事業については、中小企業者に対する適切な支援が確保されるよう必要な予算を確
保するとともに、より効果的な実施に努めることとする。具体的には、都道府県等中小企業支援センターや地
域中小企業支援センターを活用した中小企業へのアドバイス事業を実施するとともに、中小機構や商工会・商
工会議所、都道府県中小企業団体中央会、都道府県商店街振興組合連合会等の中小企業支援機関との連携によ
り情報提供におけるワンストップサービスの提供に努める。
　２．事業の概要
　（１）中小企業の経営の革新や新事業展開への支援
　　①�地域資源を活用した創意工夫のある取組への支援
　　②�経営革新支援事業
　　③�その他の経営の革新や新事業展開への支援事業
　（２）中小企業の経営基盤の強化
　　①�中小企業支援センターによる支援
　　　ア都道府県等中小企業支援センター事業
　　　イ地域中小企業支援センター事業
　　②�中小企業の人材確保・育成支援
　　　ア支援人材能力開発事業
　　③�中小小売商業の振興支援
　　　ア商店街振興組合指導事業
　　④�小規模事業者に対する支援
　　　ア経営改善普及事業
　　　イ小規模企業者等設備資金貸付・設備貸与事業
　　⑤�中小企業連携組織対策事業
　　⑥�その他の経営基盤の強化に資する事業
　（３）中小企業の経済的社会的環境の変化への適応の円滑化
　　①�経営安定特別相談事業
　　②�その他の経済的社会的環境の変化への適応の円滑化に資する事業

■問合せ先
　　中小企業庁	 ℡. ０３－３５０１－１５１１
　　千葉県商工労働部経済政策課	 ℡. ０４３－２２３－２７０６
　　中小企業基盤整備機構	 ℡. ０３－３４３３－８８１１
　　千葉県産業振興センター	 ℡. ０４３－２４４－２１１０
　　千葉県商工会連合会	 ℡. ０４３－２４２－３３６１
　　千葉県商工会議所連合会	 ℡. ０４３－２２２－７１１０
　　千葉県中小企業団体中央会	 ℡. ０４３－２４２－３２７７
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中小企業庁の平成19年度支援計画

　施　　策

■基本方針
　我が国の景気は、全体としては回復を続けているが、多くの中小企業ではいまだ景気回復感を実感するには
程遠く、地域、業種によってもばらつきが見られる状況にある。このような状況認識を踏まえ、昨年７月に策
定した「経済成長戦略大綱」において、「地域・中小企業の活性化」を重要な柱と位置付けたところであり、こ
れに基づき、平成19年度において、以下の３つの視点を重視した中小企業支援施策を展開する。
　① 地域中小企業の活性化（地域の応援）
　② 中小企業の発展・再生の支援（企業の応援）
　③ 起業・再起業促進や中小企業で働く人材の支援（ヒトの応援）
　さらに、経済成長を下支えする基盤（人材能力、就労機会、中小企業）の向上を図ることにより格差の固定
化を防止しようとする考えから、「成長力底上げ戦略」を実行していくこととしており、その柱の一つである「中
小企業底上げ戦略」を実施すべく、今後施策の具体化を図ることとしている。

■国の事業
　１．事業の実施体制
　�　国においては、中小企業の経営資源の確保を支援し、中小企業の振興を図るため、都道府県等及び中小機構
等の中小企業支援機関との密接な連携と協力の下、総合的な中小企業支援施策を実施する。また、都道府県等
における中小企業支援事業に係る計画の作成やその実施に関して、必要に応じて適切な助言を実施する。

　２．事業の概要
　（１）中小企業の経営の革新及び創業の促進
　　① 地域資源を活用した創意工夫のある取組への支援
　　　ア中小企業地域資源活用プログラム� １０，１２５，１５６千円�（新規）
　　　ａ�市場志向型ハンズオン支援事業� ２，０２８，０８１千円�（新規）
　　　ｂ�地域資源活用売れる商品づくり支援事業� ４，１２５，０７５千円�（新規）
　　　ｃ�地域資源活用型研究開発事業� １，９５６，０００千円�（新規）
　　　ｄ�地域企業化力向上支援事業� ２，０１６，０００千円�（新規）
　　　イＪＡＰＡＮブランド育成支援事業� １，３１０，０７８千円
　　　ウ小規模事業者新事業全国展開支援事業� ２，５１４，６８２千円
　　② 経営革新・新事業展開支援
　　　ア新連携支援事業� ３，４５７，２０１千円
　　　イ経営革新支援アドバイザー事業（旧シニアアドバイザー事業）� １，８００，０３６千円
　　　ウ創業人材育成支援事業� １，６１４，９８１千円
　　　エ企業等ＯＢ人材活用推進事業� ５１７，９９９千円
　（２）中小企業の経営基盤の強化
　　① 中小企業の技術力向上のための支援
　　　ア戦略的基盤技術高度化支援事業� ９，３６０，６４５千円
　　　イ川上・川下ネットワーク構築支援事業� １９０，０００千円
　　　ウ中小企業への計量標準基盤強化事業� ３００，０００千円
　　　エ中小企業基盤技術継承支援事業� ２７０，６６８千円
　　　オ中小企業知的財産啓発普及事業� １００，００６千円
　　② 中小企業の人材確保・育成支援
　　　ア若者と中小企業とのネットワーク構築事業� １，７９６，２５６千円
　　　イ中小企業少子化対応経営普及事業� ４７，４９０千円
　　　ウ中小企業ものづくり人材育成事業� ５３５，７０５千円�（新規）
　　③ 中小小売商業の振興支援
　　　ア戦略的中心市街地中小商業等活性化支援事業� ３，３００，０００千円



Chiba Federation of small Businessssociations �

■   　　　　　組合 Q & A

Ｑ
１
＝
当
組
合
の
定
款
に
は
、
脱
退
者

の
持
分
の
払
戻
し
に
つ
い
て
は
、「
組

合
員
の
本
組
合
に
対
す
る
出
資
額
を
限

度
と
す
る
」
旨
の
規
定
を
し
て
い
る
。

定
款
参
考
例
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に

規
定
し
て
い
る
組
合
で
は
加
入
者
か
ら

の
加
入
金
を
徴
収
す
る
旨
の
規
定
は
削

除
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
加
入
金

は
定
款
の
定
め
が
な
け
れ
ば
徴
収
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
で
、
こ
の

こ
と
に
よ
り
、
当
組
合
で
は
、
加
入
金

は
徴
収
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
加

入
の
際
の
事
務
手
数
料
的
な
も
の
を
徴

収
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
。
こ
の

場
合
、定
款
に
「
加
入
金
」
で
は
な
く
、

「
加
入
事
務
手
数
料
」
を
徴
収
で
き
る

旨
の
規
定
を
置
く
こ
と
は
で
き
る
か
。

［
Ａ
］
中
協
法
で
は
、
組
合
が
定
款
で

定
め
た
場
合
に
は
加
入
金
を
徴
収
す
る

こ
と
を
認
め
て
い
る
（
第
15
条
、
第
33

条
）
が
、
こ
の
加
入
金
の
意
味
に
つ
い

て
は
、
特
に
規
定
し
て
い
な
い
。
し
か

し
、
そ
の
趣
旨
か
ら
広
義
に
解
釈
す
れ

ば
、
持
分
調
整
金
と
加
入
事
務
手
数
料

を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

持
分
調
整
金
と
は
、持
分
の
算
定
方
法

に
つ
い
て
、改
算
式
算
定
方
法（
組
合
の

正
味
財
産
の
価
額
を
出
資
総
口
数
で
除

し
て
、出
資
１
口
当
た
り
の
持
分
額
を
算

定
す
る
方
法
。し
た
が
っ
て
組
合
員
の
持

分
は
均
一
と
な
る
）を
採
っ
て
い
る
場
合

に
お
い
て
、
組
合
財
産
の
増
加
に
よ
っ

て
出
資
１
口
当
た
り
の
持
分
額
が
出
資

１
口
金
額
を
超
え
て
い
る
場
合
に
、
そ

の
超
過
し
た
部
分
に
当
た
る
差
額
を
新

規
加
入
者
よ
り
徴
収
し
、
新
規
加
入
者

と
既
存
組
合
員
と
の
持
分
に
つ
い
て
の

公
平
を
保
と
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
持
分
調
整
金
は
、
改

算
式
の
持
分
算
定
方
法
を
採
用
す
る

組
合
に
お
い
て
徴
収
す
る
こ
と
に
な
る

が
、
た
と
え
改
算
式
を
採
っ
て
い
る
組

合
で
も
、
貴
組
合
の
よ
う
に
、
定
款
の

規
定
に
よ
り
脱
退
者
の
持
分
の
払
戻
し

が
「
出
資
額
を
限
度
」
と
し
て
行
わ
れ

る
組
合
に
あ
っ
て
は
、
常
に
払
戻
額
が

出
資
額
を
上
回
る
こ
と
は
な
く
、
新
旧

組
合
員
の
持
分
の
調
整
を
行
う
必
要
が

生
じ
な
い
の
で
、
持
分
調
整
金
と
し
て

の
加
入
金
を
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

さ
れ
て
い
る
。定
款
参
考
例
で
い
う「
加

入
金
」
は
、
こ
の
持
分
調
整
金
を
意
味

し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
よ

う
な
組
合
に
あ
っ
て
は
加
入
金
の
項
を

削
除
す
る
よ
う
指
導
さ
れ
て
い
る
。

　

次
に
、
加
入
事
務
手
数
料
に
つ
い
て

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
組
合
に
加
入
す
る

際
に
要
す
る
事
務
的
費
用
、
例
え
ば
出

資
証
券
や
組
合
員
証
の
発
行
費
用
な
ど

で
あ
る
が
、
こ
れ
を
加
入
者
に
負
担
さ

せ
る
た
め
に
徴
収
す
る
も
の
を
い
う
。

こ
の
加
入
事
務
手
数
料
は
、広
く
加
入

金
の
一
種
と
考
え
ら
れ
る
が
、こ
れ
は
あ

く
ま
で
実
費
の
範
囲
を
超
え
な
い
も
の

で
あ
り
、そ
の
性
質
上
そ
れ
ほ
ど
多
額
な

も
の
と
な
り
得
な
い
も
の
で
あ
る
。こ
の

よ
う
な
実
質
的
な
も
の
の
徴
収
は
、加
入

金
の
規
定
に
よ
ら
な
く
て
も
組
合
と
し

て
徴
収
し
得
る
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、こ
の
こ
と
は
、加
入
事
務
手

数
料
を
徴
収
で
き
る
旨
の
定
款
記
載
を

禁
じ
る
も
の
で
な
く
、
例
え
ば
徴
収
の

根
拠
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
等
の
必
要

が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
旨
を
掲
載
し

て
も
差
し
支
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｑ
２
＝
定
款
参
考
例
の
加
算
式
持
分
算

定
方
法
と
改
算
式
持
分
算
定
方
法
と
の

違
い
に
つ
い
て
ご
教
示
願
い
た
い
。

［
Ａ
］
持
分
の
算
定
方
法
は
、
法
に
何

ら
の
規
定
が
な
い
の
で
、
定
款
で
自
由

に
定
め
て
よ
い
わ
け
で
あ
る
が
、
一
般

に
そ
の
方
法
と
し
て
改
算
式
（
又
は
均

等
式
）
算
定
方
法
と
加
算
式
（
又
は
差

等
式
）
算
定
方
法
が
あ
る
。

　

改
算
式
算
定
方
法
は
、
組
合
の
正
味

財
産
（
時
価
）
の
価
額
を
出
資
総
口
数

で
除
す
る
こ
と
に
よ
り
出
資
１
口
当
た

り
の
持
分
額
を
算
定
し
、
そ
れ
に
各
組

合
員
そ
れ
ぞ
れ
の
出
資
口
数
を
乗
じ
て

各
組
合
員
の
有
す
る
持
分
額
を
算
定
す

る
方
法
で
あ
る
。

　

こ
の
方
法
に
よ
る
と
き
は
、
出
資
１

口
当
た
り
の
持
分
額
が
均
等
と
な
る
の

で
、
計
算
、
事
務
処
理
が
簡
便
で
あ
る

が
、
原
始
加
入
者
及
び
増
口
分
の
出
資

の
払
込
み
に
際
し
て
は
、
持
分
調
整
金

を
徴
収
す
る
必
要
が
生
じ
る
。

　

加
算
式
算
定
方
法
は
、各
組
合
員
に
つ

い
て
、事
業
年
度
ご
と
に
、組
合
正
味
財

産（
時
価
）に
属
す
る
出
資
金
、準
備
金
、

積
立
金
そ
の
他
の
財
産
に
つ
い
て
、各

組
合
員
の
出
資
口
数
、事
業
の
利
用
分

量（
企
業
組
合
に
あ
っ
て
は
従
事
分
量
）

を
標
準
と
し
て
算
定
加
算（
損
失
が
生

じ
た
場
合
は
そ
の
て
ん
補
額
を
控
除
）す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、各
組
合
員
の
有
す

る
持
分
額
を
算
定
す
る
方
法
で
あ
る
。

　

こ
の
方
法
に
よ
る
と
き
は
、
各
組
合

員
の
持
分
は
、
加
入
の
時
期
、
組
合
事

業
の
利
用
分
量
等
に
よ
り
不
均
一
と
な

る
の
で
、
計
算
・
事
務
処
理
が
煩
雑
と

な
る
が
、
持
分
調
整
の
問
題
を
生
じ
な

い
し
、
ま
た
、
組
合
員
の
組
合
に
対
す

る
権
利
義
務
の
表
示
に
つ
い
て
忠
実
で

組
合
Ｑ
＆
Ａ

　

加
入
金
の
性
格
と

　

定
款
記
載
に
つ
い
て

　

持
分
の
算
定
方
法
に
つ
い
て
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あ
る
と
言
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、こ
の
２
つ
の
方
法
に
は

そ
れ
ぞ
れ
特
徴
が
あ
り
、組
合
の
実
情
に

応
じ
て
適
宜
選
択
す
る
必
要
が
あ
る
。

Ｑ
３
＝
自
由
脱
退
者
の
取
扱
い
に
つ
い

て
、
組
合
員
は
、「
事
業
年
度
の
末
日

の
90
日
前
ま
で
に
予
告
し
、
事
業
年
度

の
終
了
日
に
脱
退
で
き
る
が
（
中
協
法

第
18
条
）、
事
業
年
度
末
ま
で
は
組
合

員
た
る
地
位
を
失
っ
て
な
い
か
ら
、
そ

の
組
合
員
も
他
の
組
合
員
と
同
様
に
議

決
権
の
行
使
、
経
費
を
負
担
す
る
等
の

権
利
、
義
務
を
有
す
る
が
、
脱
退
者
の

申
出
の
点
に
つ
い
て
の
効
力
と
そ
の
取

扱
い
方
に
つ
い
て
、

⑴
①
Ａ
組
合
員
５
月
10
日
に
脱
退
の
申

出
を
し
た
場
合
、②
Ｂ
組
合
員
７
月
２

日
に
脱
退
の
申
出
を
し
た
場
合
、③
Ｃ

組
合
員
12
月
30
日
に
脱
退
の
申
出
を
し

た
場
合

⑵
脱
退
を
申
し
出
た
組
合
員
は
、
そ
の

後
の
組
合
運
営
に
つ
い
て
の
権
利
義
務

を
主
張
し
行
使
で
き
る
か
。

⑶
脱
退
を
申
し
出
た
組
合
員
が
、
申
出

日
以
降
組
合
賦
課
金
を
年
度
末
ま
で
納

入
し
な
い
場
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て
。

⑷
未
納
賦
課
金
を
払
戻
持
分
と
相
殺
し

て
差
し
支
え
な
い
か
。
法
第
22
条
か
ら

し
て
相
殺
す
る
こ
と
も
妨
げ
な
い
と
解

さ
れ
て
い
る
か
。

［
Ａ
］
設
問
の
組
合
事
業
年
度
終
了
日

が
３
月
31
日
で
あ
れ
ば
、
⑴
の
①
～
③

は
、
い
ず
れ
も
90
日
の
予
告
期
間
を
満

足
さ
せ
て
い
る
の
で
、
脱
退
の
申
出
が

あ
っ
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
末
ま
で

は
、
組
合
員
た
る
地
位
を
失
わ
な
い
か

ら
、
脱
退
の
申
出
を
し
な
い
組
合
員
と

な
ん
ら
差
別
し
て
は
な
ら
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
⑵
に
つ
い
て
も
事
業
年
度
末

ま
で
の
期
間
内
は
組
合
員
と
し
て
の
権

利
義
務
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

し
、
ま
た
⑶
に
い
う
ご
と
く
、
賦
課
金

を
納
入
し
な
い
な
ら
ば
組
合
員
と
し
て

の
義
務
を
怠
る
こ
と
に
な
り
、
除
名
、

過
怠
金
の
徴
収
等
の
制
裁
も
定
款
の
定

め
に
従
っ
て
可
能
と
な
る
わ
け
で
あ

る
。
⑷
に
つ
い
て
は
、
脱
退
し
た
組
合

員
が
組
合
に
対
し
て
未
納
賦
課
金
そ
の

他
の
債
務
を
負
っ
て
い
る
場
合
は
、
組

合
は
中
協
法
第
22
条
の
規
定
に
よ
る
持

分
の
払
戻
停
止
に
よ
っ
て
対
抗
で
き
、，

あ
る
い
は
民
法
第
５
０
５
条
の
規
定
に

よ
り
払
い
戻
す
べ
き
持
分
と
そ
の
債
務

と
相
殺
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

Ｑ
４
＝
⑴
中
協
法
第
18
条
に
、
組
合
を

脱
退
す
る
に
は
「
90
日
前
ま
で
に
予
告

し
、
事
業
年
度
の
終
に
お
い
て
す
る
こ

と
が
で
き
る
」
と
あ
る
が
、
例
え
ば
あ

る
組
合
で
な
さ
れ
た
議
決
が
一
部
の
業

態
の
組
合
員
に
著
し
く
不
利
で
営
業
不

能
と
な
る
た
め
、
仮
に
９
月
１
日
に
脱

退
を
通
告
し
て
も
、
翌
年
３
月
末
日
ま

で
は
脱
退
で
き
な
い
か
。
ま
た
、
そ
の

間
、
議
決
に
拘
束
さ
れ
る
か
。

⑵
組
合
員
が
転
廃
業
し
て
組
合
を
脱
退

し
た
が
、
１
カ
月
又
は
２
カ
月
後
再
び

元
の
事
業
を
始
め
た
場
合
、
前
に
加
入

し
て
い
た
組
合
の
拘
束
を
受
け
る
か
。

［
Ａ
］
⑴
中
協
法
第
18
条
に
自
由
脱
退

の
予
告
期
間
及
び
事
業
年
度
末
で
な
け

れ
ば
脱
退
で
き
な
い
旨
を
規
定
し
た
趣

旨
は
、そ
の
年
度
の
事
業
計
画
遂
行
上
、

組
合
の
財
産
的
基
礎
を
不
安
定
に
さ
せ

な
い
た
め
で
あ
る
か
ら
、
設
問
の
よ
う

な
場
合
、
即
ち
９
月
１
日
に
脱
退
を
予

告
し
て
も
翌
年
３
月
末
日
迄
は
脱
退
で

き
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
の
間
、
除
名

さ
れ
な
い
限
り
は
依
然
組
合
員
で
あ
る

か
ら
議
決
に
も
拘
束
さ
れ
る
し
、
組
合

員
と
し
て
の
権
利
を
有
し
、
義
務
を
負

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑵
組
合
員
が
転
廃
業
を
す
れ
ば
、
組
合

員
資
格
を
失
い
、
法
定
脱
退
す
る
こ
と

に
な
る
の
で
、
組
合
員
資
格
と
し
て
の

事
業
を
再
開
し
て
も
、
直
ち
に
組
合
員

と
な
る
わ
け
で
な
い
か
ら
、
そ
の
組
合

の
拘
束
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。

Ｑ
５
＝
組
合
員
の
意
思
表
示
に
よ
り
組

合
を
休
会
し
得
る
か
。経
済
的
事
情
か

ら
賦
課
金
を
納
入
す
る
こ
と
が
苦
し
い

の
で
、暫
時
組
合
を
休
会
し
た
い
旨
の
組

合
員
か
ら
の
申
出
が
あ
る
の
で
こ
れ
に

つ
い
て
の
取
扱
い
方
を
回
答
さ
れ
た
い
。

［
Ａ
］
組
合
員
が
組
合
を
休
会
す
る
と

い
う
意
味
が
不
明
で
あ
る
が
、
組
合
が

総
会
又
は
理
事
会
の
議
決
に
よ
り
、
組

合
員
の
経
費
負
担
義
務
を
免
除
（
こ
の

場
合
は
、
定
款
を
変
更
し
、
特
に
や
む

を
得
な
い
と
認
め
る
場
合
は
、
経
費
の

全
部
又
は
一
部
を
賦
課
し
な
い
こ
と
が

あ
る
旨
を
明
記
す
る
必
要
が
あ
る
）
す

る
と
か
、
あ
る
い
は
組
合
員
が
自
発
的

に
組
合
に
対
し
て
有
す
る
権
利
（
議
決

権
、
選
挙
権
等
）
を
行
使
し
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
特
に
問
題
は
な
い

も
の
と
考
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
例

え
ば
組
合
が
組
合
員
に
対
し
て
賦
課
金

を
免
除
す
る
と
い
う
条
件
の
も
と
に
そ

の
組
合
員
の
基
本
権
た
る
議
決
権
等
を

停
止
す
る
と
い
う
よ
う
な
特
約
を
す
る

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

　

脱
退
を
申
し
出
た
組
合
員
の

　

取
扱
い
等
に
つ
い
て
（
１
）

　

脱
退
を
申
し
出
た
組
合
員
の

　

取
扱
い
等
に
つ
い
て
（
２
）

　

組
合
員
の
権
利
義
務
の

　

一
時
停
止
に
つ
い
て
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　視　　点

デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
に
見
る
社
員
育
成

                  

カ
ス
ト
ー
デ
ィ
ア
ル
の
笑
顔

　

５
月
の
一
日
、
開
園
５
周
年
イ
ベ
ン

ト
開
催
中
の
デ
ィ
ズ
ニ
ー
シ
ー
へ
行
っ

た
。舞
浜
駅
か
ら
リ
ゾ
ー
ト
ラ
イ
ン（
モ

ノ
レ
ー
ル
）
の
駅
に
入
っ
た
時
か
ら
、

こ
こ
は
日
常
と
隣
り
合
わ
せ
な
が
ら
非

日
常
の
空
間
に
入
り
込
ん
だ
思
い
が
す

る
。
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
は
不
思
議
な

場
所
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
「
カ
ス
ト
ー
デ
ィ
ア
ル
」

と
い
う
言
葉
を
ご
存
知
だ
ろ
う
か
。
ご

存
知
の
方
は
か
な
り
の
デ
ィ
ズ
ニ
ー
通

の
方
で
あ
る
。「
Ｃ
ｕ
ｓ
ｔ
ｏ
ｄ
ｉ
ａ
ｌ
」

は
辞
書
を
引
く
と
保
管
、
保
護
と
な
っ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン

ド
に
お
け
る
清
掃
係
の
こ
と
。
清
掃
係

と
い
う
と
、
余
り
お
客
様
か
ら
は
注
目

も
さ
れ
ず
、
特
に
若
い
人
か
ら
は
敬
遠

さ
れ
が
ち
の
仕
事
だ
が
、
彼
ら
の
動
き

を
見
て
い
る
と
、
い
か
に
も
楽
し
そ
う

に
仕
事
を
し
て
い
て
驚
く
の
で
あ
る
。

　

東
京
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
は

１
９
８
３
年
４
月
に
開
業
し
、

２
０
０
１
年
９
月
に
デ
ィ
ズ
ニ
ー

シ
ー
が
開
業
。
年
間
入
場
者
は
約

２
６
０
０
万
人
、
累
計
入
園
者
数
は
約

４
億
人
（
２
０
０
７
年
発
表
）。
東
京

デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
を
経
営
す
る
オ
リ

エ
ン
タ
ル
ラ
ン
ド
は
連
結
売
上
高
が
約

３
４
４
０
億
円
（
２
０
０
７
年
３
月

期
）、
正
社
員　

�

２
３
８
７
名
、
契
約

社
員
・
準
社
員�

１
６
２
０
０
名
の
東
証

一
部
上
場
企
業
で
あ
る
。

　

デ
ィ
ズ
ニ
ー
は
長
年
に
わ
た
っ
て

従
業
員
（
デ
ィ
ズ
ニ
ー
用
語
「
キ
ャ
ス

ト
」）
が
お
客
様
（
デ
ィ
ズ
ニ
ー
用
語

「
ゲ
ス
ト
」）
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及

ぼ
す
か
を
調
査
し
、
ゲ
ス
ト
が
リ
ピ
ー

ト
す
る
最
も
大
き
な
理
由
が
キ
ャ
ス
ト

に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
確
か
に
デ
ィ

ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
キ
ャ
ス
ト
の

サ
ー
ビ
ス
レ
ベ
ル
は
他
の
サ
ー
ビ
ス
業

に
比
べ
て
も
高
い
と
思
う
。
園
内
で
は

ゲ
ス
ト
が
キ
ャ
ス
ト
と
話
し
を
し
て
い

る
場
面
に
出
く
わ
す
が
、
キ
ャ
ス
ト
は

礼
儀
正
し
く
、笑
顔
で
対
応
し
て
い
る
。

デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
で
は
い
ろ
い
ろ
な

ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
楽
し
さ
と
と
も
に

キ
ャ
ス
ト
と
の
触
れ
合
い
を
通
し
て
思

い
出
を
作
る
よ
う
に
演
出
し
て
お
り
、

こ
れ
が
リ
ピ
ー
タ
90
％
以
上
と
言
わ
れ

る
大
き
な
要
因
に
な
っ
て
い
る
。

　

カ
ス
ト
ー
デ
ィ
ア
ル
は
楽
し
そ
う
に

笑
顔
で
働
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

カ
ス
ト
ー
デ
ィ
ア
ル
は
白
っ
ぽ
い
、
少

し
だ
ぶ
だ
ぶ
の
作
業
服
を
着
て
、
手
に

は
ト
イ
ブ
ル
ー
ム
（
ほ
う
き
）
と
ダ
ス

ト
パ
ン
（
ち
り
と
り
）
等
を
持
っ
て
い

る
。
ま
た
腰
に
は
ゲ
ス
ト
案
内
用
の
地

図
や
ガ
イ
ド
を
入
れ
た
フ
ァ
ン
バ
ッ

ク
下
げ
て
い
る
。
彼
ら
を
含
め
て
従

業
員
の
多
く
は
い
わ
ゆ
る
パ
ー
ト
・
ア

ル
バ
イ
ト
（
非
正
規
社
員
）
で
あ
る
。

１
０
０
０
円
前
後
の
時
給
で
働
く
パ
ー

ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
の
若
者
が
あ
の
よ
う

に
楽
し
げ
に
働
け
る
の
は
、
キ
ャ
ス
ト

に
な
る
こ
と
に
憧
れ
、
仕
事
の
意
味
を

理
解
し
、
仕
事
自
体
が
好
き
で
、
そ
の

仕
事
が
出
来
る
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
て

い
る
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
。
デ
ィ
ズ

世
界
一
の
テ
ー
マ
パ
ー
ク

　

東
京
デ
ィ
ズ
ニ
ー
リ
ゾ
ー
ト

な
ぜ
リ
ピ
ー
タ
が
多
い
の
か

ほ
と
ん
ど
が
非
正
規
社
員
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　視　　点
ニ
ー
ラ
ン
ド
に
は
、
そ
こ
で
働
く
こ
と

に
誇
り
を
持
つ
よ
う
に
仕
向
け
る
何
か

が
あ
る
。

　

な
ぜ
カ
ス
ト
ー
デ
ィ
ア
ル
の
若
者
た

ち
は
人
が
嫌
が
る
仕
事
を
楽
し
げ
に

や
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ひ
と
つ
は

社
員
教
育
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
デ
ィ

ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
に
採
用
さ
れ
た
ス
タ
ッ

フ
は
先
ず
本
社
研
修
で
ウ
ォ
ル
ト
・

デ
ィ
ズ
ニ
ー
・
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
歴

史
か
ら
、
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
の
基
本

理
念
、各
テ
ー
マ
パ
ー
ク
の
説
明
、キ
ャ

ス
ト
の
心
構
え
に
つ
い
て
約
１
日
半
程

度
説
明
を
受
け
る
。
そ
の
後
、
自
分
の

働
く
部
門
で
１
日
、
部
門
の
仕
事
の
説

明
を
受
け
、
現
場
に
配
属
後
、
実
地
訓

練
を
受
け
る
。
新
人
研
修
の
場
合
、
専

任
の
キ
ャ
ス
ト
が
、
数
日
間
マ
ン
ツ
ー

マ
ン
で
教
え
る
。
期
間
は
カ
ス
ト
ー

デ
ィ
ア
ル
の
場
合
で
も
、
オ
リ
エ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
含
め
て
３
～
４
日
か

か
る
。
こ
の
よ
う
な
教
育
は
社
員
、
非

正
規
社
員
に
関
係
な
く
全
て
同
じ
教
育

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
行
わ
れ
て
い
る
。

　

更
に
重
要
な
こ
と
は
実
際
の
職
場
に

お
け
る
日
常
の
仕
事
を
通
し
て
の
訓
練

（
Ｏ
Ｊ
Ｔ
）
で
あ
る
。
先
輩
社
員
か
ら

キ
ャ
ス
ト
と
し
て
の
行
動
が
何
気
な
く

出
来
る
ま
で
訓
練
を
受
け
、
サ
ー
ビ
ス

の
プ
ロ
と
し
て
の
意
識
や
技
能
を
高
め

て
い
く
の
で
あ
る
。

参
考　

http://eri.netty.ne.jp/honm
anote/

kyozai/econom
y/002disney/

index.htm

　
「
キ
ャ
ス
ト
は
す
べ
て
マ
ニ
ュ
ア
ル

通
り
や
っ
て
い
る
だ
け
だ
ろ
う
」
と
い

う
意
見
も
あ
る
と
思
う
。
確
か
に
デ
ィ

ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
に
は
約
４
０
０
も
の

マ
ニ
ュ
ア
ル
が
あ
る
そ
う
だ
。
し
か

し
キ
ャ
ス
ト
に
渡
さ
れ
る
マ
ニ
ュ
ア

ル
は
最
小
限
の
も
の
ら
し
い
。
自
ら

キ
ャ
ス
ト
の
経
験
を
持
つ
生
井
俊
氏
の

著
「
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
の
コ
ン
セ
プ

ト
教
育
」
に
よ
る
と
、
新
人
キ
ャ
ス
ト

に
渡
さ
れ
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
接
客
に

必
要
な
マ
ナ
ー
が
書
か
れ
て
い
る
簡
単

な
冊
子
だ
け
で
あ
る
と
の
こ
と
。
こ
の

こ
と
か
ら
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
ほ
と
ん
ど
は

新
人
や
部
下
を
教
え
る
た
め
に
使
用
さ

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
今
回
訪
れ
て

み
て
、
例
え
ば
カ
メ
ラ
を
構
え
て
い
る

と
「
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
押
し
ま
し
ょ
う

か
」
と
言
わ
れ
る
し
、
キ
ャ
ス
ト
が
子

供
と
話
し
を
す
る
時
は
子
供
の
目
線
に

な
る
よ
う
に
座
っ
て
話
を
す
る
。
ア
ト

ラ
ク
シ
ョ
ン
に
参
加
す
る
場
合
、「
何

名
様
で
す
か
」
と
グ
ル
ー
プ
が
一
緒
に

行
動
で
き
る
よ
う
に
配
慮
す
る
な
ど
、

マ
ニ
ュ
ア
ル
通
り
だ
と
し
て
も
、
そ
れ

を
感
じ
さ
せ
な
い
キ
ャ
ス
ト
た
ち
の
心

の
こ
も
っ
た
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
た
。
な
ぜ
キ
ャ
ス
ト
た
ち
は
マ

ニ
ュ
ア
ル
を
超
え
た
サ
ー
ビ
ス
を
ゲ
ス

ト
に
提
供
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
に
は
ウ
ォ
ル

ト
・
デ
ィ
ズ
ニ
ー
以
来
の
企
業
理
念
・
行

動
指
針
が
あ
り
、
そ
れ
を
キ
ャ
ス
ト
た

ち
全
員
が
理
解
し
、
共
有
し
て
い
る
。

こ
れ
が
質
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で

き
る
一
つ
の
要
因
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば

キ
ャ
ス
ト
の
行
動
指
針
と
し
て
Ｓ
Ｃ
Ｓ

Ｅ
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
。

　

Ｓ
‥　

SA
FET

Y

　
　

安
全

　

Ｃ
‥　

CO
U
RT
ESY

配
慮
、
礼
儀

　

Ｓ
‥　

SH
O
W

　
　
　

シ
ョ
ー

　

Ｅ
‥　

EFFICIEN
CY

　

効
率

　

こ
の
４
つ
の
指
針
は
Ｓ
→
Ｃ
→
Ｓ
→

Ｅ
の
順
で
優
先
順
位
が
決
め
ら
れ
て
お

り
、
こ
れ
に
従
っ
て
運
営
さ
れ
て
い

る
。
安
全
性
に
少
し
で
も
不
安
が
あ
れ

ば
、
シ
ョ
ー
や
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
は
中

止
す
る
。
ま
た
キ
ャ
ス
ト
は
少
し
で
も

危
険
を
感
じ
れ
ば
多
少
の
礼
儀
の
欠
如

は
や
む
を
え
な
い
と
考
え
る
。
カ
ス

ト
ー
デ
ィ
ア
ル
は
ゲ
ス
ト
が
つ
ま
ず
く

恐
れ
が
あ
る
の
で
座
っ
て
ご
み
を
拾
わ

な
い
。
彼
ら
は
立
っ
た
ま
ま
背
筋
を
伸

ば
し
て
掃
除
を
す
る
。

　

デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
は
従
業
員
が
共

感
で
き
る
明
確
で
シ
ン
プ
ル
な
企
業
理

念
や
行
動
指
針
を
持
ち
、
彼
ら
が
そ
れ

を
共
有
化
し
、
仕
事
に
喜
び
を
感
じ
、

楽
し
く
働
け
る
よ
う
な
環
境
を
作
っ
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
私
た
ち
中
小
企
業

経
営
に
多
く
を
示
唆
し
て
い
る
と
感
じ

た
。

　

天
気
が
良
く
な
か
っ
た
せ
い
か
、
ア

ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
や
シ
ョ
ー
は
余
り
待
た

な
い
で
楽
し
む
こ
と
が
出
来
た
が
、
そ

れ
と
共
に
カ
ス
ト
ー
デ
ィ
ア
ル
等
キ
ャ

ス
ト
の
仕
事
振
り
が
印
象
に
残
っ
た
。

何
と
な
く
、
私
も
リ
ピ
ー
タ
の
ひ
と
り

に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

　

参
考
「
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
の
超
人

材
活
用
法
（
小
松
浩
一
）」
そ
の
他

（
中
小
企
業
診
断
士　

安
藤　

孝
）

社
員
教
育

マ
ニ
ュ
ア
ル
通
り
か

Ｓ
Ｃ
Ｓ
Ｅ
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ご　案　内■
　ＰＬ法に対応・安全経営確保の為の
　中小企業ＰＬ保険制度　　　　　　

　平成７年７月に施行されたＰＬ法に対応し、中小
企業の皆様の為にＰＬリスク対策として創設された
全国制度で、現在７万件を超える加入実績がありま
す。

　中小企業に適した保険条件を設定した特別商品
で、保険料は一般加入に比べ非常に有利です。また、
中小企業基本法の改正により、より多くの方の加入
が可能となりました。
　加入手続きは、保険料を所定の郵便口座に振り込
み、加入依頼書を提出するだけ非常に簡単です。

　保険期間は毎年７月１日より１年間ですが、随時
中途加入も受付中です。中途加入の場合も保険終期
は翌年７月１日となり、保険料は加入期間に対する
月割りとなります。

（保険開始は、保険料ご入金の翌々月１日からとな
ります。）

　お問合せ申込みは中央会・連携支援部海老根又は
三井住友海上火災保険はじめ中小企業ＰＬ保険取扱
保険会社まで。

　中央会連携支援部　℡043（242）3277
　三井住友海上火災保険千葉中央支社
　　　　℡043-225-2716

2007年度引受保険会社
　三井住友海上火災保険、あいおい損害保険
　朝日火災海上保険、エース損害保険
　共栄火災海上保険、現代海上火災保険
　スミセイ損害保険、セコム損害保険
　損害保険ジャパン、大同火災海上保険
　東京海上日動火災保険、日新火災海上保険
　ニッセイ同和損害保険、日本興亜損害保険
　ニューインディア保険、富士火災海上保険

　ＰＬ保険とは？…本制度に加入した中小企業の会
員の皆様が製造または販売した製品や、行った仕事
の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような
人身事故や、他人のものを壊したりするような物損
事故が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起さ
れたことによって、皆様が法律上の損害賠償金や争

訟費用等の損害を被った場合に保険金をお支払しま
す。

ＰＬ保険の他にも中央会では、次のような共済事業
を行っております。

 三井生命との提携共済
□特定退職金共済
　従業員の退職金支払のための保全措置が講じられ
ています。
□総合保障プラン
　経営者、従業員のための個人年金共済です。
□オーナーズプラン
　経営者のための事業継承とリスクマネジメントの
ための共済です。
三井生命保険㈱千葉支社　℡043-225-7389

 三井住友海上火災との提携共済
□団体障害保険
　従業員の業務上又は通勤途上災害のための共済
（団体割引あり）。
□団体自動車保険
　業務用自動車、役員・従業員の自動車も５％割引
の団体扱い。
三井住友海上火災保険㈱
　　　千葉中央支社　℡043-225-2716

中央会の共済制度の詳細は、提携している保険会社
又は本会連携支援部まで
　　　℡. 043（242）3277

　個人情報保護法対策に　　　　　　　　　
　中央会の個人情報情報漏えい賠償責任保険

　2005年4月1日に個人情報保護法が全面施行されま
した。安全管理体制は整備されてますか？もしもの
ときには、中央会の個人情報情報漏えい賠償責任保
険がおすすめです。①個人情報保護法に対応した共
済制度。②全国制度の団体割引による低廉な保険料。
③リスク診断サービスを無料提供。お問合せは、本
会連携支援部又は三井住友海上火災保険㈱千葉中央
支社℡043-225-2716をはじめ取扱保険会社へ
2007年度引受保険会社
三井住友海上保険、あいおい損害保険、
損害保険ジャパン、東京海上日動火災保険
日本興亜損害保険、富士火災海上保険
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　連携リーダー■
【
組
合
の
概
要
】

　

千
葉
県
貿
易
協
同
組
合
は
、
昭
和
35
年
2

月
、
県
内
中
小
企
業
の
輸
出
マ
イ
ン
ド
の
高

揚
と
本
県
の
輸
出
の
振
興
を
図
る
こ
と
を
目

的
に
設
立
さ
れ
た
が
、
時
代
の
移
り
変
わ
り

の
中
で
そ
の
主
体
は
輸
出
か
ら
輸
入
に
移
行

し
て
き
た
。
昭
和
53
年
5
月
に
成
田
空
港
が

開
港
し
、
同
時
に
中
央
棟
４
階
に
「
千
葉
ト

レ
ー
ド
セ
ン
タ
ー
」
を
開
店
、
そ
の
後
、
平

成
４
年
12
月
に
は
第
２
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
４

階
に
「
ち
ば
ぼ
う
き
ょ
う
」
を
開
店
し
、
組

合
員
の
取
扱
商
品
、
県
産
品
を
展
示
、
販
売

す
る
共
同
販
売
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。
そ

の
他
の
事
業
と
し
て
は
①
貿
易
振
興
事
業
②

取
引
斡
旋
に
関
す
る
事
業
③
貿
易
相
談
事
業

④
資
金
斡
旋
に
関
す
る
事
業
⑤
組
合
情
報
化

促
進
事
業
⑥
経
営
強
化
事
業
等
を
実
施
し
て

い
る
。
本
年
１
月
の
理
事
会
で
理
事
長
に
選

出
さ
れ
た
横
山
吉
雄
氏
は
、
当
組
合
10
代
目

の
理
事
長
に
な
る
。

【
理
事
長
会
社
概
要
】

　

横
山
香
料
株
式
会
社
は
、
食
品
香
料
で
も

パ
ン
や
菓
子
の
香
料
を
主
に
取
り
扱
う
会
社

で
、
取
材
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
塩
浜
工
場
は
、

工
場
内
に
研
究
開
発
室
や
営
業
総
務
部
も
あ

り
、
機
器
分
析
室
に
は
、
ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ

ラ
フ
ィ
等
の
米
国
製
専
門
分
析
機
器
や
テ
ス

ト
サ
ン
プ
ル
が
所
狭
し
と
並
ん
で
い
た
。
研

究
開
発
専
門
の
専
門
家
は
4
名
、
品
質
管
理

者
は
6
名
。
食
品
添
加
物
な
の
で
そ
の
扱
い

ブ
ル
ソ
フ
ト
」
な
ど
に
山
崎
製
パ
ン
の
国
内

32
工
場
で
横
山
香
料
㈱
の
香
料
が
使
用
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
近
年
オ
リ
エ
ン
タ
ル
ラ
ン
ド
、

カ
ネ
カ
食
品
と
の
取
引
が
増
加
し
て
い
る
。

【
横
山
吉
雄
理
事
長
の
横
顔
】

　

横
山
理
事
長
は
、
横
山
香
料
株
式
会
社
の

３
代
目
の
社
長
で
あ
り
、
平
成
18
年
４
月
よ

り
次
女
の
千
秋
さ
ん
が
社
長
に
就
任
し
て
い

る
。
現
在
、
代
表
取
締
役
会
長
で
あ
り
、
千

葉
県
貿
易
協
同
組
合
で
は
昭
和
63
年
か
ら

理
事
、
平
成
14
年
か
ら
副
理
事
長
を
歴
任
し

て
い
る
。
当
組
合
理
事
長
の
他
、
日
本
香
料

工
業
会
常
任
理
事
、
日
本
香
料
協
会
理
事
の

要
職
に
も
あ
る
。「
香
料
は
一
瞬
に
し
て
立

ち
昇
り
は
か
な
く
消
え
て
い
く
美
」
で
あ
り

「
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
の
よ
う
に
香
り
た
い
」
と
い

う
会
社
案
内
の
一
節
に
は
横
山
会
長
の
香
り

に
対
す
る
真
摯
な
思
い
を
感
ず
る
。

　

趣
味
を
伺
っ
た
と
こ
ろ
、
以
前
は
ゴ
ル
フ

で
あ
っ
た
が
、
現
在
バ
ラ
園
芸
や
読
書
、
音

楽
と
の
こ
と
。
健
康
で
文
化
的
生
活
と
日
々

研
鑽
の
経

営
理
念
は

横
山
会
長

ご
自
身
の

こ
と
な
の

か
も
知
れ

な
い
。

千葉県貿易協同組合　　横山吉雄理事長

田
で
あ
る
。
平
成
2
年
よ
り
市
川
市
の
福
祉

施
設
に
ク
リ
ス
マ
ス
ケ
ー
キ
を
17
年
連
続
で

贈
呈
し
続
け
て
い
る
。

　

主
な
取
引
先
は
、
山
崎
製
パ
ン
㈱
、
フ

ジ
パ
ン
㈱
、
伊
藤
製
パ
ン
㈱
、
㈱
木
村
屋
總

本
店
、
㈱
神
戸
屋
、
㈱
銀
座
コ
ー
ジ
ー
コ
ー

ナ
ー
、
㈱
洋
菓
子
の
ヒ
ロ
タ
等
、
大
手
製
パ

ン
、
菓
子
製
造
業
者
が
名
を
連
ね
、
当
社

の
製
品
は
８
割
が
食
品
向
け
と
の
こ
と
で
あ

る
。
な
か
で
も
山
崎
製
パ
ン
は
、
取
引
割
合

も
多
く
長
年
の
大
口
得
意
先
で
あ
り
、「
ダ

香
り
に
託
す
夢

  
健
康
で
文
化
的
な
生
活
の
創
造

に
は
厳
し
い
検
査
体
制
が
求
め

ら
れ
る
。
匂
い
に
は
特
許
や
工

業
所
有
権
が
な
く
有
名
な
シ
ャ

ネ
ル
の
19
番
に
つ
い
て
も
同
様
と

の
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
名
称
に
つ

い
て
も
シ
ャ
ネ
ル
社
の
テ
ス
ト
サ

ン
プ
ル
19
番
目
に
並
ん
で
い
た
の

で
そ
の
名
称
が
付
い
た
と
か
。
平

成
5
年
よ
り
山
武
郡
横
芝
光
町

で
成
田
工
場
が
稼
動
し
て
い
る
。

本
社
は
東
京
都
千
代
田
区
内
神

千葉県貿易協同組合
所 在 地　千葉市美浜区中瀬2-6
                       WBGマリブイースト23階
代 表 者　横山　吉雄
組合員数　89名　出資金　123万円
職 員 数　12名

◎
よ
こ
や
ま
・
よ
し
お　

昭
和
25
年
早
稲
田
大
学
卒
業
後
家

業
に
従
事
、
同
29
年
法
人
改
組
と
同
時
に
取
締
役
に
就
任
、

同
52
年
代
表
取
締
役
社
長
、
平
成
18
年
代
表
取
締
役
会
長

就
任
。
平
成
19
年
千
葉
県
貿
易
協
同
組
合
理
事
長
、
本
会

理
事
。
78
歳
。
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■
シ
ャ
ツ
製
造【

千
葉
県
・
東
京
都
】

　

夏
物
衣
料
が
ほ
ぼ
一
段
落
し
、

落
ち
着
い
た
模
様
。
予
想
よ
り

全
体
的
に
受
注
量
は
低
か
っ
た
。

■
製
材 

【
県
内
全
域
】

　

県
産
材
需
要
拡
大
に
向
け
た

総
合
的
な
施
策
を
各
県
と
も

行
っ
て
い
る
が
、
市
原
市
は
市

内
産
木
材
を
使
っ
た
木
材
住
宅

の
建
設
に
補
助
金
を
出
す
事
業

を
始
め
た
。

■
印
刷 

【
千
葉
市
】

　

顧
客
の
業
況
が
好
転
し
な
い
。

市
内
業
者
は
諦
め
気
味
で
あ
る
。

ま
た
廃
業
を
望
ん
で
い
る
話
は

聞
く
が
、
借
入
金
の
関
係
で
出

来
な
い
こ
と
が
多
い
と
の
こ
と
。

若
干
で
は
あ
る
が
、若
手
（
２
世
）

が
出
て
き
て
い
る
。

■
生
コ
ン
製
造 

【
県
内
全
域
】

　

数
量
に
つ
い
て
は
結
果
と
し

て
伸
び
て
来
て
い
る
。
収
益
に

つ
い
て
は
原
材
料
・
運
賃
の
値
上

げ
が
激
し
く
数
量
増
で
あ
っ
て

も
厳
し
い
。
平
成
19
年
度
需
要

想
定
は
89
％
と
厳
し
い
見
方
。

■
電
気
鍍
金 

【
県
内
全
域
】

　

受
注
量
は
多
い
が
材
料
等
の

値
上
幅
は
大
き
く
、
材
料
等
値

上
分
の
加
工
費
へ
の
転
嫁
が
出

来
な
い
た
め
収
益
状
況
は
悪
化

し
て
い
る
。

■
鉄
工 

【
千
葉
市
】

　

原
材
料
が
高
騰
傾
向
に
あ
り

収
益
圧
迫
を
懸
念
す
る
声
も
あ

る
が
、
特
段
の
変
化
は
見
ら
れ

な
い
。

■
機
械
部
品
製
造
業 
【
野
田
市
】

　

設
備
投
資
の
意
欲
が
出
始
め

て
、
中
小
企
業
に
も
若
干
の
明

る
さ
が
出
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。

■
石
油
製
品
製
造 【
富
津
市
・
他
】

　

売
り
上
げ
収
益
は
不
変
。
増

産
体
制
取
り
組
み
へ
の
資
金
調

達
は
な
か
な
か
進
ん
で
い
な
い
。

■
食
肉
卸
売
業 

【
県
内
全
域
】

　

若
干
で
は
あ
る
が
好
転
の
方

向
へ
向
か
っ
て
い
る
。

■
建
築
材
料
卸
売 

【
県
内
全
域
】

　

需
要
は
5
月
だ
け
見
れ
ば
横

這
い
で
は
あ
る
が
、
年
間
で
は

減
少
傾
向
に
あ
り
歯
止
め
が
か

か
ら
な
い
。
従
っ
て
マ
ス
コ
ミ

報
道
と
は
裏
腹
に
回
復
感
は
感

じ
ら
れ
な
い
。

■
自
動
車
解
体
業 

【
県
内
全
域
】

　

鉄
ス
ク
ラ
ッ
プ
価
格
が
若
干

下
げ
た
。
本
格
的
な
下
げ
に
つ

な
が
る
様
子
は
な
く
、
当
面
調

整
局
面
と
い
う
こ
と
か
も
知
れ

な
い
。

■
小
売 

【
柏
市
】

　

ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
の
人

出
は
多
か
っ
た
が
、
軽
衣
料
品
、

ア
ク
セ
サ
リ
ー
等
の
定
額
商
品

が
売
れ
た
程
度
で
、
高
額
商
品

は
売
れ
て
い
な
い
。

■
小
売 

【
佐
倉
市
】

　

売
上
が
対
前
年
比
で
０
・
４
％

減
、
前
月
比
で
33
・
８
％
減
。
客

数
は
対
前
年
比
３
・
１
％
減
、
前

月
比
13
・
８
％
減
。

■
小
売 
【
東
金
市
】

　

高
額
品
の
売
り
上
げ
が
落
ち

て
い
る
。
格
差
社
会
が
段
々
と

郊
外
に
も
浸
透
し
て
き
て
い
る
。

夏
物
需
要
の
時
期
に
来
て
い
る

が
、
売
上
に
は
な
か
な
か
結
び

つ
か
な
い
。

■
建
設
揚
重 

【
県
内
全
域
】

　

燃
料
費
・
タ
イ
ヤ
の
他
、
材
料

費
の
高
騰
で
採
算
が
悪
化
し
て

い
る
。

■
学
習
塾 

【
県
内
全
域
】

　

大
手
塾
が
、
千
葉
県
の
公
立

中
高
一
貫
校
の
入
試
に
向
け
て

攻
勢
を
か
け
始
め
て
い
る
。

■
一
般
廃
棄
物
処
理
業 【
千
葉
市
】

　

収
集
運
搬
処
理
料
金
の
値
上

げ
が
ど
の
程
度
の
割
合
で
出
来

て
い
る
か
、
リ
サ
イ
ク
ル
の
対

応
が
無
駄
な
く
出
来
て
い
る
か

等
に
よ
っ
て
組
合
員
の
中
で
も

景
況
内
容
に
差
が
あ
る
よ
う
に

思
え
る
。

■
建
設 

【
県
内
全
域
】

　

国
・
県
・
市
町
村
か
ら
の
発

注
は
、
四
〇
億
千
九
百
万
で

あ
っ
た
。
こ
れ
は
前
月
比
で

三
一
億
三
千
六
百
万
の
増
加
と

な
っ
た
。
前
年
同
月
比
で
も

二
〇
億
四
千
万
の
増
加
と
な
っ

た
。
要
因
は
、
千
葉
市
で
大
型

の
発
注
が
あ
っ
た
為
で
あ
る
。

■
貨
物
運
送 

【
野
田
市
】

　

先
月
よ
り
更
に
燃
料
が
上
が

り
、
コ
ス
ト
に
影
響
し
て
い
る
。

■
小
売 

【
野
田
市
】

　

ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
前
半

は
低
迷
し
た
が
、
曜
日
め
ぐ
り

の
せ
い
か
後
半
の
５
・
６
日
の
売

り
上
げ
が
伸
び
た
。

■
電
気
機
器
小
売 

【
県
内
全
域
】

　

引
き
続
き
価
格
下
落
（
特
に

薄
型
テ
レ
ビ
）。
売
上
は
不
調
気

味
で
あ
る
。

■
中
古
車
仕
入
・
販
売【
県
内
全
域
】

　

卸
売
市
場
は
引
き
合
い
低
調

で
あ
る
。
良
質
車
は
部
分
的
活

況
で
あ
り
、
先
行
き
の
険
し
さ

を
反
映
し
て
い
る
。
輸
出
分
野

の
不
透
明
感
を
指
摘
。

■
農
業
機
械
販
売
整
備【
県
内
全
域
】

　

食
料
自
給
率
が
昭
和
40
年
の

73
％
が
平
成
元
年
か
ら
40
％
代

で
推
移
し
て
お
り
、
農
業
を
戦

略
的
産
業
と
す
る
為
に
当
業
界

と
し
て
ど
う
対
処
す
る
か
が
課

題
で
あ
る
。

■
小
売
･
サ
ー
ビ
ス【
習
志
野
市
】

　

前
月
比
は
ほ
ぼ
横
這
い
状
態

（
2
％
増
）
で
あ
る

■
小
売
･
サ
ー
ビ
ス 

【
銚
子
市
】

　

悪
い
状
態
が
続
い
て
い
る
。

景　　況■
情
報
連
絡
員
報
告
を
中
心
と
し
た

県
内
の
中
小
企
業
動
向

＆
ト
ピ
ッ
ク
ス
・
5
月
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■

1�

　お知らせ
▽
会
長
＝
坂
戸
誠
一
（
千
葉
鉄
工
業

団
地
（
協
））

▽
副
会
長
＝
篠
原
敬
治
（
ふ
な
ば
し

イ
ン
タ
ッ
ク
ス（
協
））�
中
嶋
敏
夫（
千

葉
県
測
量
設
計
事
業
（
協
））�
塚
本
福

二
（
千
葉
県
セ
メ
ン
ト
卸
（
協
））

▽
専
務
理
事
＝
佐
藤
敏
雄
（
専
従
）

▽
常
務
理
事
＝
高
山
守
正
（
専
従
）

▽
常
任
理
事
＝
岡
田
知
之
助
（
海
匝

銚
子
建
設
業
（
協
））�

齋
藤　

博
（
千

葉
県
電
機
商
業
組
合
）�

白
石
綱
吉（
千

葉
県
家
畜
商
（
協
））�

佐
藤　

清
（
松

戸
総
合
卸
売
セ
ン
タ
ー
（
協
））�

小
名

木
隆
満
（
千
葉
県
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
（
協
））�

小
高
芳
男
（
外
房
商
工
振

興
（
協
））

▽
理
事
＝
勝
又
基
夫（
千
葉
ト
ヨ
ペ
ッ

ト
整
備
工
業
（
協
））�

川
口
順
司
（
千

葉
県
味
噌
工
業（
協
））�

水
野
謙
一（
千

葉
県
貨
物
運
送
事
業
（
協
連
））�

今
関

眞
人
（
千
葉
県
電
気
工
事
工
業
組
合
）�

小
関
邦
夫
（
千
葉
県
農
業
機
械
商
業

（
協
））�

高
橋
啓
治
（
流
山
工
業
団
地

（
協
））�

中
村
貞
夫
（
野
田
工
業
団
地

（
協
））�

坂
口
正
明
（
東
葛
金
属
プ
レ

ス
加
工
業
（
協
））�

河
田
守
晃
（
千
葉

県
自
動
車
整
備
商
工
組
合
）�

鹿
野
新

一
郎
（
浦
安
建
設
（
協
））�

大
野
隆
紹

（
千
葉
県
商
店
街
（
振
興
連
））�

今
関

義
彦
（
茂
原
卸
商
業
団
地
（
協
））�

板

谷
直
正
（
船
橋
機
械
金
属
工
業
（
協
））�

大
塚
勝
彦
（
千
葉
県
資
源
リ
サ
イ
ク

ル
事
業
（
協
連
））�

成
尾
光
行
（
千
葉

県
中
古
自
動
車
販
売
商
工
組
合
）�

池

田
隆
夫
（
全
千
葉
警
備
業
（
協
））�

中

村
秀
朗
（（
協
）
東
金
シ
ョ
ツ
ピ
ン
グ

セ
ン
タ
ー
）�

須
藤
春
雄
（
千
葉
県
信

用
組
合
協
会
）�

三
枝　

巌
（
千
葉
県

土
砂
事
業
（
協
連
））�

吉
岡　

實
（
千

葉
県
木
材
市
場
（
協
））�

小
野
口
寿
一

（（
社
）
千
葉
県
エ
ル
ピ
ー
ガ
ス
協
会
）�

藤
井
芳
夫
（
千
葉
青
果
商
業
（
協
））�

金
子
哲
司
（（
協
）
シ
ー
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
）�

三
好
迪
夫
（
柏
駅
前
第
一
商
業

（
協
））�

高
橋
一
美
（
千
葉
県
室
内
装

飾
事
業
（
協
））�

宇
田
川
正
美
（
浦
安

魚
市
場
（
協
）�

飯
島
恵
喜
（（
協
）
旭

専
門
店
会
）
渡
辺　

祚
（
千
葉
県
商

店
街
連
合
会
）�

市
川
直
樹
（
千
葉
総

合
卸
商
業
団
地
（
協
））�

高
木
榮
一

（
千
葉
県
火
災
共
済
（
協
））�

中
村
大

輔
（
千
葉
県
管
工
事
業
（
協
連
））�

岩

瀬
順
二
（
千
葉
県
建
設
業
（
協
連
））�

野
口
恭
義
（
臼
井
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ

ン
タ
ー
（
協
））�

堀
江
亮
介
（
千
葉
県

石
油
（
協
））�

横
山
吉
雄
（
千
葉
県
貿

易
（
協
））�

佐
藤
一
郎
（
千
葉
県
製
麺

工
業
（
協
）） 

堀
内
正
一
（
木
更
津
総

合
卸
商
業
団
地（
協
））�

太
田
昭
吉（
千

葉
県
醤
油
工
業（
協
））�

藤
井
秀
美（
柏

市
工
業
団
地
（
協
））

▽
監
事
＝
皆
吉
吉
春
（
千
葉
県
豆
腐

商
工
組
合
）�

齋
藤　

卓
（
木
更
津
鮮

魚
商
（
協
））�

飯
ヶ
谷
岐
美
夫
（
船
橋

総
合
卸
商
業
団
地
（
協
））

　

少
子
化
が
急
速
に
進
行
し
、
経
済
・

社
会
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
る
こ
と

が
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。
平
成
17
年

に
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
が

施
行
さ
れ
、
企
業
の
育
児
支
援
策
の

拡
充
が
求
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
こ

の
法
律
で
は
、
少
子
化
の
流
れ
を
変

え
る
た
め
、
企
業
に
「
一
般
事
業
主

行
動
計
画
」
を
策
定
さ
せ
、
働
き
方

の
見
直
し
を
促
し
て
い
ま
す
。
本
会

は
、
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法

に
関
す
る
一
般
的
な
相
談
を
受
け
付

け
て
い
ま
す
。
問
合
せ
は
連
携
支
援

部�
松
本
・
海
老
根
ま
で
。

電
話
０
４
３
・
２
４
２
・
３
２
７
７

　

千
葉
県
で
は
７
・
８
月
、
身
近
な
電

気
・
ガ
ス
・
ガ
ソ
リ
ン
な
ど
の
使
用
量

の
削
減
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
を
実
施
し
ま
す
。
チ
ャ
レ
ン

ジ
シ
ー
ト
や
苗
木
等
の
プ
レ
ゼ
ン
ト

が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
千
葉
県

地
球
温
暖
化
防
止
推
進
セ
ン
タ
ー

（
０
４
３
・
２
４
６
・
２
１
８
０
）
又
は

千
葉
県
環
境
政
策
課

（
０
４
３
・
２
２
３
・
４
１
３
９
）ま
で
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
事
業
は
、
小

学
生
か
ら
大
学
生
ま
で
在
学
中
に
実

社
会
で
就
業
体
験
を
行
い
若
年
者
の

職
業
感
・
就
労
意
識
を
高
め
時
代
を
担

う
人
材
を
育
成
す
る
為
の
産
学
連
携

の
シ
ス
テ
ム
で
す
。
本
事
業
の
受
け

入
れ
企
業
と
し
て
ご
登
録
を
お
願
い

し
ま
す
。
問
合
せ
は
（
社
）
千
葉
県

経
営
者
協
会
ま
で
。

電
話
０
４
３
・
２
４
６
・
１
１
５
８

産
業
別
最
低
賃
金
（
18･

12･

25
よ
り
）

調
味
料
製
造
業
※　
　
　
　

７
７
５
円

鉄
鋼
業　
　
　
　
　
　
　
　

８
０
６
円

一
般
機
械
器
具
※
、

電
気
機
械
器
具
※
、

情
報
通
信
機
械
器
具
製
造
業
７
９
４
円

電
子
部
品
デ
バ
イ
ス
製
造
業
７
９
１
円

精
密
機
械
器
具
製
造
業　
　

７
７
６
円

各
種
商
品
小
売
業　
　
　
　

７
５
６
円

自
動
車
（
新
車
）
小
売
業　

７
８
６
円

※
は
適
用
さ
れ
な
い
業
種
が
あ
り
ま
す

右
以
外
の
業
種
（
18･

10･

1
よ
り
）

千
葉
県
最
低
賃
金　
　
　

６
８
７
円

中
央
会
職
員
異
動

6
月
1
日
人
事
異
動
が
あ
り
ま
し
た
。

（　

）
内
は
旧
職
名
。

▽
専
務
理
事�

佐
藤
敏
雄（
事
務
局
長
）

▽
常
務
理
事�

高
山
守
正
（
参
与
）

▽
事
務
局
長
兼
総
務
部
長
伊
藤
高
照

（
事
務
局
次
長
兼
総
務
部
長
）

【
総
務
部
】

▽
事
務
局
次
長
石
渡
晃
一
（
参
事
）

▽
副
部
長
今
関
光
俊
（
主
幹
）

【
連
携
支
援
部
】

▽
事
務
局
次
長
兼
連
携
支
援
部
長
藤

原
誠
（
連
携
支
援
部
長
）
▽
木
村
慎

吾
（
新
規
採
用
）
▽
豊
田
泰
寛
（
新

規
採
用
）

（
専
務
理
事
、
常
務
理
事
は
５
月
31
日

付
就
任
）

新
入
職
員

▽
木
村
慎
吾
…
連
携
支
援
部
主
事
、

青
年
部
担
当
、
千
葉
ロ
ッ
テ
マ
リ
ー

ン
ズ
の
フ
ァ
ン
で
す
。
▽
豊
田
泰
寛

…
連
携
支
援
部
主
事
、
レ
デ
ィ
ー
ス

中
央
会
、
情
報
連
絡
員
担
当
し
ま
す
。

【
訂
正
】　

４
月
号
11
㌻
の
記
事
中
①
一

条
の
行
動
指
針
の
「
と
っ
て
の
経
営
理

念
は
社
長
を
含
め
て
…
」
と
あ
る
の
は

「
大
企
業
と
異
な
り
、
中
小
企
業
に
と
っ

て
の
経
営
理
念
は
」
の
誤
り
で
し
た
。

②
同
じ
11
㌻
の
表
の
、
中
小
企
業
・
主
た

る
目
的
の
象
限
は
「
事
業
活
動
の
的
確

な
遂
行
、
行
動
規
範
、
士
気
の
鼓
舞
（
現

実
志
向
）」
の
誤
り
で
し
た
。

　

お
詫
び
し
て
、
訂
正
い
た
し
ま
す
。

中
央
会
新
役
員　
　
　
　
　
　
　

（
平
成
19
年
5
月
25
日
改
選
）

千
葉
県
内
の
最
低
賃
金
（
時
間
額
）

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
受
入
企
業
募
集

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
セ
ン
タ
ー

ち
ば
Ｃ
Ｏ
２
Ｃ
Ｏ
２
ダ
イ
エ
ッ
ト

フ
ァ
ミ
リ
ー
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
参
加

者
を
募
集




